
法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地
過
疎
地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 郵便局 082090 石和駅前郵便局 - 山梨県笛吹市石和町松本１０６６－２ - ○ ○ ○ ○ ○

変更後 郵便局 082090 石和駅前郵便局 - 山梨県笛吹市石和町駅前２－５ - ○ ○ ○ ○ ○

変更前 営業所 518220 安芸瀬戸ハイム簡易郵便局 ○
広島県安芸郡府中町瀬戸ハイム１－９
－１６

- ○ ○ × ○ ○

変更後 郵便局 518220 安芸瀬戸ハイム簡易郵便局 ○
広島県安芸郡府中町瀬戸ハイム１－９
－１６

- ○ ○ ○ ○ ○

変更前 営業所 548110 玉野玉原簡易郵便局 ○ 岡山県玉野市玉原２－５－４９ - ○ ○ × ○ ○

変更後 郵便局 548110 玉野玉原簡易郵便局 ○ 岡山県玉野市玉原２－５－４９ - ○ ○ ○ ○ ○

変更前 営業所 557080 勝間簡易郵便局 ○ 山口県周南市呼坂１１０９ - ○ ○ × ○ ○

変更後 郵便局 557080 勝間簡易郵便局 ○ 山口県周南市呼坂１１０９ - ○ ○ ○ ○ ○

変更前 営業所 557320 河内神簡易郵便局 ○ 山口県山口市佐山３８９－１５ - ○ ○ × ○ ○

変更後 郵便局 557320 河内神簡易郵便局 ○ 山口県山口市佐山３８９－１５ - ○ ○ ○ ○ ○

変更前 郵便局 004410 赤羽台郵便局 -
東京都北区赤羽台１－６－５２－１０
４

- ○ ○ ○ ○ ○

変更後 郵便局 004410 赤羽台郵便局 - 東京都北区赤羽台２－４－５１ - ○ ○ ○ ○ ○

変更前 営業所 088260 富士山五合目簡易郵便局 ○
山梨県南都留郡鳴沢村富士山８５４５
－１

○ ○ ○ × ○ ×

変更後 営業所 088260 富士山五合目簡易郵便局 ○
山梨県南都留郡鳴沢村富士山８５４５
－１

○ ○ × × × ×

変更前 営業所 317930 尾添簡易郵便局 ○ 石川県白山市尾添イ５５ - ○ × × × ×

変更後 営業所 317930 尾添簡易郵便局 ○ 石川県白山市尾添イ５５ - ○ ○ × ○ ×

変更前 営業所 426130 姫路兼田簡易郵便局 ○ 兵庫県姫路市兼田１８２－１ - ○ ○ × ○ ×

変更後 - - - - - - - - - - -

変更前 - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 537170 東阿用簡易郵便局 ○
島根県雲南市大東町東阿用３３８－１
４

○ ○ ○ × ○ ○

H24.11.23 住居表示変更

H24.12.3 移転

業務変更

H24.12.1 業務変更

H24.12.3 契約解除

H24.12.3 業務変更

契約締結H24.12.3

H24.12.3 業務変更

H24.12.1 業務変更

H24.12.1 業務変更

H24.12.1



変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地
過
疎
地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 営業所 557470 錦町簡易郵便局 ○ 山口県岩国市錦町広瀬６７４８ ○ ○ ○ × ○ ×

変更後 営業所 557470 錦町簡易郵便局 ○ 山口県岩国市錦町広瀬６７０７－５ ○ ○ ○ × ○ ×

変更前 - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 617450 別府簡易郵便局 ○ 愛媛県松山市河野別府４１４－３ - ○ ○ × ○ ○

変更前 - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 627240 知恵島簡易郵便局 ○ 徳島県吉野川市鴨島町知恵島９０６ - ○ ○ × ○ ×

変更前 - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 787970 尾曲簡易郵便局 ○
鹿児島県南九州市頴娃町上別府６６７
０－３

○ ○ ○ × ○ ○

変更前 - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 847620 一丁木簡易郵便局 ○ 青森県弘前市大字相馬字一丁木６２ ○ ○ ○ × ○ ○

変更前 営業所 867580 井内簡易郵便局 ○
秋田県南秋田郡井川町井内屋布合２６
－２

○ ○ ○ × ○ ×

変更後 - - - - - - - - - - -

変更前 - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 527950 米子河崎簡易郵便局 ○ 鳥取県米子市河崎１６１５－１ - ○ ○ × ○ ○

変更前 郵便局 811890 気仙沼浜町郵便局 - 宮城県気仙沼市浜町１－２－１ - ○ ○ ○ ○ ○

変更後 郵便局 811890 気仙沼鹿折郵便局 - 宮城県気仙沼市西八幡町６４－３ - ○ ○ ○ ○ ○

変更前 営業所 617870 松山高井簡易郵便局 ○ 愛媛県松山市高井町１０９１－３ - ○ ○ × ○ ×

変更後 - - - - - - - - - - -

H24.12.25 契約解除

契約締結

H24.12.3 契約締結

H24.12.3

H24.12.21

H24.12.3

契約締結H24.12.3

H24.12.3 移転

契約締結

移転・改称

契約締結

H24.12.3 契約解除

H24.12.17



変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地
過
疎
地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 営業所 027070 沢井簡易郵便局 ○ 神奈川県相模原市緑区澤井２６４０ - ○ ○ × ○ ×

変更後 - - - - - - - - - - -

　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連
銀行」又は「関連保険会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。
　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。
　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。
　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。

H24.12.26 契約解除


